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第１回 ＰＣＢ廃棄物早期処理推進ワーキンググループ 

平成 27 年９月 10 日（木） 

ＪＡ共済ビル カンファレンスホール 

 

【開 会】 

（角倉課長） 皆様お疲れ様でございます。定刻より若干早い時間ではございますが、皆様お

揃いですので、ただいまから「第１回 ＰＣＢ廃棄物早期処理推進ワーキンググループ」を

開催いたします。 

 まず、議事に先立ちまして、廃棄物リサイクル対策部長の鎌形から御挨拶を申し上げます。 

（鎌形部長） 環境省の廃棄物対策部長の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。第１回ＰＣＢ廃棄物早期処理推進ワーキンググループの開催に当たりまして一言御挨拶

申し上げます。委員の皆様、オブザーバーの皆様、本日大変お忙しいところを御出席賜りま

して、どうもありがとうございます。 

 ＰＣＢ廃棄物については期限を切っての処理を進めていくということでございますが、昨

年６月ＰＣＢ廃棄物処理基本計画を変更したということで、その期限につきましては当初平

成 28 年３月末ということでございましたが、ＪＥＳＣＯの計画的処理完了期限が最長で平成

36 年３月末ということに延長されました。この際、施設設置の地元の皆様方から大変なお叱

りをいただいたわけでございますけれども、期限の再延長は絶対にしないというお約束をし

たところで、新しい計画の下にスタートしたところでございます。この処理期限内に１日も

早い処理完了ということで、関係者一丸となってそれぞれ役割を果たすということが必要だ

というふうに考えております。 

 基本計画に既に位置づけられた取組がございますが、１日も早い処理完了のためには現時

点で挙げられている課題に対して追加的な方策も講じていくことが必要であるという問題意

識です。そういう意味でこのワーキンググループにおいて御議論を賜っているというところ

でございます。 

 ＪＥＳＣＯ北九州処理事業所のトランス・コンデンサの計画的処理期限は、実はあと３年

半でございます。残された期間は非常に短いという状況です。その他の事業所につきまして

も、順次期限が来ます。こうした中で、期限内の１日も早い処理を進めていくということで、

追加的方策の検討をお願いしたいと思っております。 

 委員の皆様方におかれましても、活発な御議論をよろしくお願いしたいと思います。そう

いう意味でタイトなスケジュールで皆様に御検討をお願いしなければなりません。大変申し

わけありませんが、是非とも御理解、御協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 私からの挨拶は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（角倉課長） まずはこのワーキンググループですが、今回が第１回目ですので、議事に先立

ちまして委員の皆様方、オブザーバーの皆様方、事務局につきまして私から簡単にご紹介さ

せていただきます。御所属等につきましては、委員名簿が配付されておりますので参考にし

ていただければと存じます。まず、私の向かって右手側から着席順に御紹介させていただき
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ます。 

 電気事業連合会環境専門委員会委員長代理の中井委員でございます。 

 日本鉄鋼連盟環境保全委員会化学物質分科会主査の高橋委員でございます。 

 ＮＰＯ法人持続可能な社会をつくる元気ネット事務局長の鬼沢委員でございます。 

 上智大学大学院地球環境学研究課教授の織委員でございます。 

 日本電気工業会ＰＣＢ処理検討委員会委員長の親里委員でございます。 

 早稲田大学大学院法務研究科教授の大塚委員でございます。 

 京都大学環境科学センター長・教授の酒井委員でございます。 

 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議委員長の眞柄委員でございます。 

 東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会委員長の中杉委員でございます。 

 豊田市ＰＣＢ処理安全監視委員会委員長の松田委員でございます。 

 大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業監視部会の上野委員でございます。 

 北九州市ＰＣＢ処理監視会議座長の浅岡委員でございます。 

 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課廃棄物担当課長の田端委員の代理として、梶川

代理人でございます。 

 東京都環境局調整担当部長の野崎委員の代理として前川代理人でございます。 

 豊田市環境部環境保全課長の近藤委員でございます。 

 大阪市環境局環境管理部産業廃棄物規制担当課長の有門委員でございます。 

 北九州市環境局環境監視部ＰＣＢ処理対策担当課長の宮金委員でございます。 

 以上の委員のほか、本日は御都合がつかずに御欠席ということでございますが、石油連盟

技術環境安全部参与の田和委員、そして愛媛大学農学部客員教授の森田委員にも御就任いた

だいております。 

 また、本日、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業所が立地している５地域の地元関係

自治体といたしまして、室蘭市、江東区、愛知県、大阪府、福岡県の御担当にもオブザーバ

ーとして御出席いただいております。 

 そのほかにもオブザーバーといたしまして、経済産業省産業技術環境局環境指導室から権

藤越境移動管理官、同じく商務流通法案グループ電力安全課から磯部電気保安室長に御出席

いただいております。 

 また中間貯蔵・環境安全事業株式会社から東部長、緑部長にも御出席いただいております。 

 さらにＰＣＢ廃棄物処理の技術的観点からの調査研究を長年行っていただいております産

業廃棄物処理事業振興財団から長田次長にも御出席いただいております。 

 続きまして私ども事務局についても御紹介させていただきます。 

 冒頭、御挨拶をさせていただきました、廃棄物リサイクル対策部長の鎌形でございます。 

 廃棄物リサイクル対策部企画課長の山本でございます。 

 総合環境政策局総務課課長補佐の杉山でございます。 

 産業廃棄物課課長補佐の中野でございます。 

 最後に、申し遅れましたが、私は産業廃棄物課長を務めております角倉と申します。どう
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かよろしくお願いいたします。 

 続きまして本日の配付資料の確認をさせていただきます。本日は議事次第、委員等名簿の

ほかに資料１、資料２と参考として関係資料集を御用意しております。関係資料集は、参考

資料１から５が１つに綴じられたものでございます。 

 また本日御欠席の田和委員から御意見を頂戴しておりますので、いただいた御意見につい

ても席上に配付しております。御確認いただければと存じます。不足等がございましたらお

知らせいただけますでしょうか。 

 続きまして、本ワーキンググループの開催要領につきまして、私から簡単に御説明させて

いただきます。資料１を御覧ください。 

 「ＰＣＢ廃棄物早期処理推進ワーキンググループ」開催要領（案）です。 

 目的です。平成 26 年６月に改定されたＰＣＢ廃棄物処理基本計画に定められた処理完了期

限は必ず達成すべき期限であり、国、都道府県市、保管事業者、ＪＥＳＣＯ等の関係者が、

その達成に向けてあらゆる努力を払うことが必要である。このため、これまでの取組の進捗

状況を踏まえ、処理完了期限内に１日でも早く安全かつ確実にＰＣＢ廃棄物の処理を完了す

るために必要な追加的方策について検討を行うため、「ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検

討委員会」の下に「ＰＣＢ廃棄物早期処理推進ワーキンググループ」を設置する。 

 ２．構成（１）ワーキンググループは、学識経験者、事業者等の関係者及び自治体職員等

で、別紙の委員をもって構成する。委員がワーキンググループヘ出席できないときは、あら

かじめ主査の承認を得て、代理人を出席させることができる。（２）ワーキンググループには、

主査の了解を得た者がオブザーバーとして出席することができる。（３）主査は、必要がある

と認めるときは委員以外の者に出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。 

 ３．主査（１）ワーキンググループには、ワーキンググループを統括する主査を置く。（２）

主査は、ワーキンググループの委員から検討委員会の座長が選任する。 

 ４．運営（１）ワーキンググループは、原則として公開するものとする。ただし公開する

ことが適当でない場合には、主査の判断により非公開とすることができる。会議資料につい

ても同様に、原則として公開とするが、公開することが適当でない場合には主査の判断によ

り非公開とすることができる。（２）公開したワーキンググループの会議録及び議事要旨は、

会議終了後に作成し、委員の確認を得た後、公開するものとする。（３）上記のほか、ワーキ

ンググループ、会議録及び議事要旨の公開に関し必要な事項は、主査が定めることができる

ものとする。 

 ５．庶務 ワーキンググループの庶務は、環境右大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業

廃棄物課が担当する。 

 以上、簡単に開催要領について御説明申し上げました。もし御質問等がございましたらお

願いしたいのですが、特段ございますでしょうか。 

 御質問等がないということであれば、この案をもちましてワーキンググループの開催要領

とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 ただいま御説明させていただきました開催要領にあります、本ワーキンググループの主査
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でございますが、本ワーキンググループの親検討会である「ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関

する検討委員会」の座長であります永田先生とも御相談させていただいた結果、京都大学の

酒井委員に御就任をお願いしたいと考えておりますが、皆様よろしいでしょうか。 

（うなずきあり） 

（角倉課長） ありがとうございます。特に御異議がなければ、これ以降は主査の酒井先生に

進行をお願いできればと存じます。 

 報道関係の方のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは酒井先生、よろしくお願いいたします。 

 

【議 事】 

（酒井主査） 御指名でございますので、この主査進行役を務めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 先ほど鎌形部長のほうからタイトなスケジュールである旨の御紹介がございました。政策

的に重要な課題の検討を短期間でということになりますが、どうぞよろしく御審議をお願い

したいと思います。重ねてお願い申し上げます。 

 それでは、７月 31 日に開催された本ワーキンググループの親検討委員会におきまして、事

務局からＰＣＢ廃棄物の処理基本計画に基づく取組の進捗状況と今後の課題について説明が

ございました。そして検討委員の皆様からさまざまな御指摘をいただいたところであります。

本日はワーキンググループの第１回目ということでございますので、先日の親検討委員会の

議論を改めて事務局から説明をしていただき、今後の課題を踏まえた追加的方策に係る御意

見を頂戴したいというふうに思っております。 

 ということで第１回の１つ目の議事に移らせていただきます。事務局のほうから親検討会

で説明されたＰＣＢ廃棄物処理基本計画に基づく取組の進捗状況と今後の課題につきまして、

またその際に出ました検討委員からの御意見について、御紹介と御説明をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

（中野課長補佐） 環境省産業廃棄物課の中野と申します。私のほうから資料２、それから参

考でつけさせていただいております関係資料集を用いて御説明いたします。座って御説明い

たします。 

 まずは資料２を御覧ください。資料２につきましては、７月 31 日の本ワーキンググループ

の親検討委員会におきまして、私ども事務局から御説明いたしました資料に当日の検討委員

の皆様の御指摘を原則御発言そのままの形で加筆したものです。これにつきましてお時間も

ございますので、私のほうからポイントを中心に御説明いたします。 

 まず１ページ目でございます。基本的にこちらの構成は１番、２番、３番という３つの構

成からなっております。１番は「ＰＣＢ廃棄物処理基本計画上の処理期限」、２番は「高濃度

ＰＣＢ廃棄物」、３番は「低濃度ＰＣＢ廃棄物」という構成になっておりまして、１番につき

ましては処理期限について四角囲みの中で記載させていただいております。 
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 冒頭で鎌形からも御説明申し上げましたが、高濃度ＰＣＢ廃棄物のトランス・コンデンサ

につきましては、ページの真ん中の表にありますとおり、最も早い計画的処理完了期限が北

九州事業所における平成 31 年３月 31 日となっているところです。また安定器・汚染物につ

いての期限、低濃度ＰＣＢ廃棄物に係る期限について１ページ目で記載しております。 

 続きまして２ページをお開きください。２ページからは高濃度ＰＣＢ廃棄物に係る記載を

しております。まず、（１）基本計画達成に向けたフォローアップ項目でございます。こちら

は基本計画を達成するということを幾つかの段階に分解して、それぞれの段階を達成したと

きに基本計画が達成されるという御説明をしておりまして、高濃度ＰＣＢ廃棄物に関しまし

ては、この段階というものをアからエの４つの段階に分けてフローチャートでお示ししてお

ります。 

 簡単に申しますと、アは掘り起こし調査の段階、イは使用中のＰＣＢ使用製品が使用を終

了するという段階です。この２つが同時並行で進む中、次のウの段階としてＰＣＢ廃棄物が

ＰＣＢ特措法に基づく届出がなされるという段階、最後エは届出がなされた全てのＰＣＢ廃

棄物についてＪＥＳＣＯへの処分委託が行われ、その後、速やかに廃棄物がＪＥＳＣＯに搬

入される。このような４段階に分かれるということを７月 31 日にも御説明したところです。 

 次の３ページを御覧ください。二重の四角囲みで７月 31 日の検討委員会において各委員か

ら御指摘いただいた点について対応する項目の箇所に記載しております。まずこちらでは全

体を通じて御指摘いただいたものを、５点整理しております。順に御説明いたします。 

 １点目は、幾つかの課題については、基本計画を改定する段階から指摘していたことであ

りまして、課題について今回表に出たのが遅過ぎではないかという御指摘でした。 

 ２点目は、現在の処理の進捗状況を踏まえれば、相当アクセルを踏んでいかないと処理期

限内に処理を終えることは困難ではないか。あるいは、各地元自治体の皆様におかれまして

は、基本計画の改定における期限延長に際しては、再延長はしないということを条件に延長

を受け入れたということです。ＪＥＳＣＯが仮に処理期限内に事業を終了して膨大なＰＣＢ

廃棄物が残ったとして、それを事業者が自己責任で処理するというのは、新たな問題を引き

起こすことになるのではないかという御指摘でございました。 

 ３点目は、２点目に近しいお話ですが、計画的処理完了期限までに一連の過程を終わらす

には、相当前倒しでやらないとその達成は困難ではないか。例えば、使用中のＰＣＢ使用製

品については、ストックホルム条約の期限が平成 37 年となっているが、その条約上の期限ま

でに使用を廃止すればよいというミスリードをしてはならない。更には、地域によって異な

るものの計画的処理完了期限の２、３年前に使用を廃止するというような計画的使用完了期

限を設けるなどの取組をしなければ、その後に控えている廃止・登録・処理の時間が確保で

きないのではないかといった御指摘でございます。 

 ４点目でございますが、ストックホルム条約における国際的な動きを注視し、国際的に協

調できるところは協調し、トップランナーとして日本がやらなければならないことは、その

ように取り組んでいくべきではないかという御指摘もございました。 

 最後５点目、関係機関の連携策として、各地域で開催される「ＰＣＢ廃棄物早期処理関係
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者連絡会」において情報共有することは重要だが、それだけではなく、関係機関が一緒に事

業者に対して現地で説明するといったアプローチも進めるべきではないかという御指摘をい

ただいたところです。 

 ４ページを御覧ください。４ページは基本計画達成に向けたフォローアップということで、

この資料上は先ほど申し上げましたア～エの４段階、それぞれの段階ごとに、まずは課題も

含めた主なポイント、概要を四角囲みで書かせていただいた後、①、②、③ということで、

①番はこの項目に係る基本計画の記載事項、②はこれまでの進捗状況、③は今後の検討課題

と対応の方向と書いております。更にその後に二重の四角囲みで７月 31 日にいただいた御指

摘を記載しております。 

 アは掘り起こし調査が完了することという段階でございまして、４ページ【主なポイント】

を改めて申し上げますと、掘り起こし調査についてはほとんどの自治体では今年度以降、調

査が本格化するところでございますが、調査に５年程度を要するということも考えられるこ

とから、計画的処理完了期限までに掘り起こし調査を確実に完了するための追加的な方策に

ついて検討することが必要と整理しております。 

 ６ページを御覧ください。この項目の主な指摘事項といたしまして８項目を整理しており

ます。順に御説明いたします。 

 １点目は、この掘り起こし調査を今年度から実施予定というところが、昨年 12 月の環境省

の調査時点では、自治体全体の７割というところでございましたが、特に北九州事業エリア

において、計画的処理完了期限が迫っている中で、今から掘り起こし調査を開始するという

のは、地元自治体や往民からするとあり得ないぐらいの状況ではないかという御指摘でござ

いました。 

 ２点目は、掘り起こし調査については自治体への財政支援が必要ではないかという御指摘

でございます。 

 ３点目、４点目の御指摘はいずれも自家用電気工作物に係るデータの整備に関する御指摘

でございます。３点目は経済産業省から地方自治体に提供されている自家用電気工作のデー

タについて、データが古い、あるいは電話番号が一部の電気工作物しか掲載されていないな

どの問題があり、掘り起こし調査の調査票を送っても２割が未達で返送されたり、電話によ

る調査のフオローアップも困難な状況であるという御指摘でございます。 

 ４点目はこのような自家用電気工作物のデータについて、例えば工作物の製造年月日等の

データも掲載して、効率的な掘り起こしを行うために必要な情報提供を地方自治体に対して

行うべきではないかという御指摘をいただきました。 

 ５点目、６点目の御指摘はこの掘り起こし調査の実施方法の工夫に関する御指摘だったか

と思います。５点目は、自家用電気工作物の製造年月日、設置年月日から、新しい時期のも

のは調査から除外できるのではないかという御指摘でした。 

 ６点目は掘り起こし調査の調査票の記入について、電気保安関係の方の協力も必要ではな

いかという御指摘です。 

 ７点目は、経済産業省における電気工作物等の実数把握について、「ＰＣＢ廃棄物早期処理
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関係者連絡会」を通じて丁寧に対応すべきではないかという御指摘でした。 

 最後に８点目の御指摘でございます。掘り起こし調査を実施しますと、そもそも電気工作

物の製造者が性状をわかっているはずであって、そうした製造者から電気工作物の設置者、

つまりエンドユーザに対して説明がないといった苦情を相当数申し立てられるという実情を

御指摘いただいたところです。 

 続きまして７ページです。「イ 使用中のＰＣＢ使用製品が全て使用を終了すること」でご

ざいます。ポイントといたしましては、【主なポイント】にございます「ＰＣＢ廃棄物の処理

期限を過ぎても、ＰＣＢ使用製品の使用を継続する事業者が相当数残るおそれがあるため、

使用中のＰＣＢ含有機器に対し使用停止を求めるための追加的な方策について検討すること

が必要」ということです。 

 こちらについては９ページ「③ 今後の検討課題と対応の方向」がございます。ここでは

２点目、３点目の箇条書きのところで現状の事実、ファクトとして電気事業法に係る届出等

の制度について新たに記載しております。詳細は参考資料でもご確認いただける内容となっ

ております。 

 10 ページからは前回７月 31 日の親検討会での御指摘事項でございます。こちらには全部

で 10 項目で整理しています。 

 １点目は先ほど申し上げたところと同じ文章を再掲しております。ストックホルム条約の

期限 37 年をミスリードしない、ここまで使っていいという話ではないというところ、計画的

処理完了期限の２、３年前に使用を廃止させるような期限を設けるなどの取組が必要ではな

いかということです。 

 ２点目は、まだ廃棄物になっていないＰＣＢ使用製品については、ＰＣＢ特措法上全く手

の打ちようがないという問題がある一方、使用中のＰＣＢ使用製品も含め全部を処理する必

要がある。こういったギャップをどう埋めるかが課題ではないか。廃棄物処理法上の廃棄物

に該当しないものであっても廃棄すべきものは廃棄するという形で対応を検討すべきではな

いかという御指摘でございます。 

 ３点目は、使用中のＰＣＢ使用製品については経済産業省や電気保安関係の方々のように、

重点的に権限を持つ方が把握すべきではないかという御指摘もございました。 

 ４点目は、自主的な廃止では期限内に確実に処理をすることはできないのではないかとい

う御指摘をいただいております。 

 ５点目です。使用中のＰＣＢ使用製品を含め、ストックホルム条約締結国としての責務を

絶対に守らないといけないといった御指摘もいただきました。 

 ６点目は、ＰＣＢ使用製品の使用をいつ停止していつ廃棄物で廃棄するかは使用者の任意

に委ねられているのが現状であり、財産権との関係で法的な使用停止の規制はできないとい

うことは十分承知しているけれども、環境省と経済産業省の強い指導力を発揮して、処理期

限内にぜひ処理を終えていただきたいといった御指摘がございました。 

 ７点目、８点目はどちらも現行のＰＣＢ特措法上の規制に関する御指摘だったと思います。

７点目は使用中のＰＣＢ使用製品の使用中止について、今のところは法的根拠は何もなく、
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地方自治体が行政指導で使用停止を求めておりますが、強制力のある具体策あるいは究極的

には法整備も含めて早急に検討すべき。 

 ８点目は、使用中ＰＣＢ使用製品については、やがて廃棄物となって処理を指導するのは

地方公共団体の廃棄物部局であるが、廃棄物となる前の段階では規制・指導権限がない。何

かしらの指導権限のある電気保安関係の行政が主体的に対応しないと大変なことになるとい

った御指摘でした。 

 ９点目は使用中のＰＣＢ使用製品数とかＰＣＢ廃棄物保管量、あるいはＪＥＳＣＯにおけ

る処理量実績の収支をしっかり考慮して数値を整理すべきではないかという御指摘でした。 

 最後 10 点目は、イの項目については、経済産業省の主体的な役割が重要で、経済産業省に

おいてＰＣＢを使用する電気工作物の実数把握を「ＰＣＢ廃棄物早期処理関係者連絡会」の

場を通じて丁寧にやっていただきたいという御指摘でございました。 

 続きまして、11 ページは「ウ ＰＣＢ廃棄物全てについてＰＣＢ特措法に基づく届出がな

されること」という段階です。【主なポイント】としては３点ございます。１点目はＰＣＢ特

措法に基づく届出の数字ですが、平成 26 年３月現在で未処理のＰＣＢ廃棄物、使用中のＰＣ

Ｂ使用製品の総量がトランスで約 6000 台、コンデンサで約 12 万台、安定器で約 470 万個と

いうところでございます。 

 ２点目は、ただし前述の掘り起こし調査の進捗状況を踏まえれば、いまだ未届けのものが

一定数存在するものと見込まれるところです。 

 ３点目は、高濃度ＰＣＢ廃棄物であるにもかかわらず、低濃度ＰＣＢ廃棄物として届出が

なされているものがあるなど届出の正確性には課題が存在するため、正確な届出がなされる

ため追加的な方策について検討することが必要といった御指摘でした。 

 13 ページでは（主な指摘事項）として二重囲みを書いてございます。その上に「③今後の

検討課題と対応の方向」ということで、前回の御指摘でございました届出データと処理実績

データの収支の管理という項目を御指摘のとおり書き加えた上で、（主な指摘事項）でも１つ

は高濃度、低濃度ＰＣＢ廃棄物を判別する人材とか組織の派遣といった支援策を検討すべき

ではないかという御指摘でした。 

 ２点目ではさまざまな数量について収支をしっかり考慮して整理すべきではないかという

御指摘、先ほども申し上げましたが、こちらをいただいているところです。 

 続きまして 14 ページ、「エ 届出がなされた全てのＰＣＢ廃棄物について、ＪＥＳＣＯへ

の処分委託が行われること、その後速やかに当該ＰＣＢ廃棄物がＪＥＳＣＯに搬入されるこ

と」という段階です。 

 【主なポイント】としては２点ございます。１点目は、ＰＣＢ廃棄物については、都道府

県市、ＪＥＳＣＯの指摘によりますと、ＰＣＢ特措法に基づく届出がなされているＰＣＢ廃

棄物であっても、ＪＥＳＣＯへの登録がいまだなされていないものが相当数あるということ

です。計画的処理完了期限内に１日でも早くＪＥＳＣＯへの処分委託が確実に行われるよう、

追加的な方策について検討することが必要ということでございます。 

 ２点目はＪＥＳＣＯに処理委託されたＰＣＢ廃棄物の処理はおおむね順調に進んでいるが、
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今後は経年劣化に伴うトラブルが増加するおそれがあることから、施設の健全性を継続的に

確保することが必要ということです。 

 続きまして 19 ページを御覧ください。19 ページにはこの項目に関する７月 31 日における

主な指摘事項を整理しております。ここでは９項目整理しておりまして１点目は、ＰＣＢ特

措法に基づく届出をすることイコールＪＥＳＣＯへの登録をすることとなるような指導が必

要ではないかという御指摘でした。 

 ２点目は、計画的処理完了期限内の処理が極めて難しいと見込まれる場合には、強い指導

ができるような措置が必要ではないか。自主的な廃止では期限内に確実に処理することはで

きないのではないかという御指摘。 

 ３点目はほぼ同様の内容かもしれませんが、ＰＣＢ特措法上は平成 38 年度までに処理しな

い場合だけしか改善命令ができない。処理の完了期限までの処理の指導に係る法的根拠が必

要ではないかという御指摘でございました。 

 ４点目は地方自治体の安定器の処理費用が膨大になる。そのため、処理費用の低減を考え

るべきではないか。あるいは処理費用と機器の買いかえ費用の支援策を図るべきではないか

という、費用に関する御指摘がありました。 

 その一方で費用につきましては早い段階できちんと処理をされた方はまともに費用を負担

しなければならなかったのに、遅れて処理をした方が大幅に料金をまけてもらうのは公平性

を欠き、余りに安易に議論すべきではなく、むしろ強制手段をかけて罰則等を適用するほう

が公平ではないかといった御指摘をいただいたところです。 

 ６点目は国際的な動きもきちんと注視すべきといった御意見でした。 

 ７点目の御指摘は、排出先となる地域の地方自治体、これはＪＥＳＣＯの施設がある地元

地方自治体以外の地方自治体ということですが、こちらが当事者意識を今まで以上に持って

事業者に強く指導していくべきといった御指摘でした。 

 ８点目は破産、死去、相続などに起因して処理が滞っている事案の解決に当たっての支援

策が必要ではないかという御指摘、さらにはその費用については国や地方自治体が全額負担

するのは妥当ではなく、拡大生産者責任の考え方や既存事例を踏まえてファンドをつくるな

どすべきではないかといった御指摘でございます。 

 ページをめくっていただきまして、20 ページです。９点目、最後の項目として、ＪＥＳＣ

Ｏのこれまでの事業地域を越えたＰＣＢ廃棄物の搬出が可能となり、安定器の処理が進むよ

うになったのではないかという御指摘もいただいたところです。 

 以上が高濃度ＰＣＢ廃棄物に係る基本計画の達成の見通し、あるいは課題、指摘事項でご

ざいます。 

 21 ページからはこの資料の３番目の項目といたしまして、低濃度ＰＣＢ廃棄物に係る基本

計画達成の見通しといったところです。こちらもこれまでの高濃度ＰＣＢ廃棄物と同じ構成

で記載しているところです。まずはこの基本計画達成に向けた各段階については、高濃度Ｐ

ＣＢとはかなり状況が異なる部分があるということです。そちらはフローチャートでもお示

ししておりまして、高濃度ＰＣＢとは異なってアの段階があるということです。「ＰＣＢ使用
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製品及びＰＣＢ廃棄物のうちＰＣＢ汚染の有無の確認が必要なもの全てについて、確認作業

を終了すること」が段階として新たに追加されているところです。 

 22 ページには指摘事項が書いてございます。全体を通じて低濃度ＰＣＢ廃棄物については

この後、（２）で先ほど申し上げたア～オ、フローチャートにある５段階についてそれぞれ主

なポイントをまとめておりますが、７月 31 日の検討会の中では、各々の段階についての課題

を掘り下げるという御意見よりは、むしろ全体として高濃度ＰＣＢ廃棄物と低濃度の場合は

状況、事情が異なるという点の御指摘が多かったと理解しておりす。指摘事項といたしまし

ては全体としてこの 22 ページに掲げました６項目に整理しております。 

 この６項目を順に御説明いたしますと、まず１点目が、課電自然循環洗浄法の対象機器が

限定されている状況にあり、その拡大を進めていくべきではないかという御指摘です。 

 ２点目は、低濃度ＰＣＢ廃棄物について、課題が後段 23 ページ以降で適切に整理されてい

るのではないかという御指摘でした。特に微量ＰＣＢ汚染廃電気機器の特殊性を踏まえ、課

題解決策を検討すべきといった御指摘でした。 

 ３点目も、低濃度ＰＣＢ廃棄物については処理体制の整備自体がまだ途上であるというこ

とが高濃度ＰＣＢ廃棄物とは大きく違うところであるという御指摘です。 

 ４点目は、処理体制の充実、多様化を図ることがより重要な課題であり、そこを早期に検

討を進めるべきではないかという御指摘でした。 

 ５点目は、関係者が共通の理解を得て、納得感をもって問題解決ができるような検討をし

ていくべきではないかという御指摘でした。 

 ６点目は処理対象廃棄物の種類に応じた処理先の確保、処理先の周知が課題ではないかと

いう御指摘もございました。 

 以上簡単ですが、資料２について御説明をいたしました。さらにこの資料２の中で御指摘

いただいた部分について、背景についての理解を深めるために、参考として関係資料集を御

用意しております。こちらを御覧いただければと思いますが、関係資料集については、構成

としては、参考資料１～５まで御用意しています。私のほうからはこの中で、参考資料１、

２、４、５について簡単に御説明いたします。 

 １枚おめくりいただいて１ページ、参考資料１ということで、「ＰＣＢ廃棄物処理対策の経

緯」について記載しております。 

 こちらは改めて細かく申し上げる必要はないと思っておりますが、カネミ油症を初めとし

た昭和の時代のＰＣＢ問題からＪＥＳＣＯによる処理体制が整備されるまで。さらには、そ

の後その体制の中で定めた処理期間が改定していった現在までの経緯をごく簡単ではござい

ますが１ページ目では文章で、２ページ目、３ページ目には年表のような形で整理させてい

ただいておりますので、後ほどお読みいただければと思います。 

 ５ページをお開きください。参考資料２としてＰＣＢ特措法の関係規定について特に資料

２で御指摘なり言及している関係条文について、こちらでピックアップして整理しておりま

す。この資料の中では大きく４項目について御説明しております。 

 １点目が期限内処理とその担保措置でございます。期限内処理とその担保については、Ｐ
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ＣＢ特措法では、第３条にありますとおり事業者の責務として事業者、すなわちＰＣＢ廃棄

物を保管する事業者については、廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなけれ

ばならないということです。その処分については第 10 条、事業者は政令で定める期間内にＰ

ＣＢ廃棄物を自ら処分あるいは処分を他人に委託しなければならないといった義務付けがな

されているところです。この政令で定める期間というのは四角の箱の一番下にＰＣＢ特措法

施行令で書いています。第３条、法第 10 条の政令で定める期間は、法の施行の日から平成

39 年３月 31 日までとさせていただいております。 

 １つお戻りいただいて、改善命令です。第 16 条の規定、環境大臣または都道府県知事は事

業者が期間内の処分義務である第 10 条の規定に違反した場合において、当該事業者に対して

期限を定めて、ＰＣＢ廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる

といった規定となっております。なお、こちらに記載してございませんが、この改善命令に

従わない場合の罰則については、この法律で３年以下の懲役または 1000 万円以下の罰金とい

うことが規定されております。 

 ２番目、ＰＣＢ使用製品に係る措置について、ＰＣＢ特措法では第 13 条に環境大臣はＰＣ

Ｂが使用されている製品を使用する事業を所管する大臣に対し、都道府県などが当該製品を

使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することが

できると規定されております。 

 ６ページには３番の報告徴収、立入検査という規定がＰＣＢ特措法では、第 17 条、第 18

条で用意されております。環境大臣、都道府県知事に用意された規定ですが、この法の施行

に必要な限度において、ＰＣＢ廃棄物の保管や処分に関し報告の徴収、立入検査ができると

いった規定になっております。 

 最後４番目、保管等の状況の届出について、ＰＣＢ特措法第８条の規定では、事業者、Ｐ

ＣＢ廃棄物を処分する方については毎年度ＰＣＢ廃棄物の保管、処分の状況を環境省令で定

める事項を都道府県知事に届け出なければならないと規定がございまして、具体的な届出の

詳細につきましては、ＰＣＢ特措法施行規則第５条で規定しております。毎年度の届出時期

は前年度におけるＰＣＢ廃棄物の保管処分の状況について、当該年度、次の年度の６月 30

日までに都道府県知事に提出するとしております。ここで届け出る項目は第１号から第５号

の大きな分類で５項目ございます。例えば第３号ではＰＣＢ廃棄物の種類及び量並びに保管

又は処分の状況を届け出るということになっております。 

 届出については施行規則で様式を定めておりますが、その中では、７ページ第５条の項目

です。施行規則で届出の項目として、第５条は第四号までに掲げるもののほか、ＰＣＢ廃棄

物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項も届出をしていただくこととなってお

ります。これに相当するものとして、使用中のＰＣＢ使用機器の使用の状況を様式の中で届

けていただくこととなっております。 

 またこちらには割愛してございますが、この届出については、都道府県知事は届出書の副

本と添付書類をＰＣＢ特措法第９条の規定で公衆の縦覧に供することにより公表するとされ

ているところです。 
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 以上が関係するＰＣＢ特措法に基づく規定でございます。 

 飛ばしまして、13 ページは参考資料４ということでＰＣＢ使用の安定器について平成 12

年八王子市の小学校の蛍光灯破裂事故に端を発した政府横断的な対策について、閣議了解さ

れているときの資料を添付しております。 

 最後、参考資料５については低濃度ＰＣＢ廃棄物に関する処理の推進状況ということで、

私ども近年まで、特に直近の対策、取組の状況を 15 ページに簡単に御説明しております。 

 私からの説明は以上でございます。 

（酒井主査） どうもありがとうございました。続きまして、経済産業省のほうからただいま

の関係資料集のうち、電気事業法に係る部分に当たる参考資料３について説明をお願いしま

す。よろしくお願いいたします。 

（電力安全課） 経済産業省の電力安全課でございます。資料の９ページを御覧いただきたい

と思います。ＰＣＢを含有した電気工作物に関しての電気事業法での規制について御説明さ

せていただきます。 

 １．経緯は省略させていただきまして、２ポツ以降について説明させていただきます。 

 ２．（１）の電事法の届出制度と 11 ページにございます（２）技術基準適合命令という２

つがＰＣＢを含有する電気工作物に関する規制内容となっております。 

 （１）届出制度については、大きく２つがございます。第 42 条の保安規程の関係、次のペ

ージの第 106 条の報告徴収の関係がございます。ＰＣＢを含有する電気工作物に関しては第

40 条の保安規程の経産大臣への届出の中で、工作物の工事・維持または運用に関することに

ついて定めた上で経産大臣に届け出されるということになっております。 

 第 106 条の報告徴収でございますが、第４項にございますとおり、経産大臣は政令で定め

るところにより自家用電気工作物を設置する者、または登録機関に対し報告または資料の提

出をさせることができることとなっています。具体的には、自家用電気工作物を設置する者、

登録調査機関の電気保安協会などに対して資料の提出などをさせることができるようになっ

ております。 

 第３項に戻って、電気事業者に対しても、報告または資料の提出をさせることができると

いうことが、法令の中で定められております。下の※印にありますとおり、電気関係保安報

告規則の中でＰＣＢを使用するトランス・コンデンサについて使用の判明、廃止、届出内容

の変更があったときに経産大臣に届出が行われるということが定められています。 

 こうして届け出られたＰＣＢ含有電気工作物については、地方の産業保安監督部に届出が

されることになりまして、必要に応じて地元の自治体と情報共有を図っているところでござ

います。 

 次に 11 ページの技術基準適合命令についてです。上の箱には、（事業用電気工作物の維持）

という第 39 条がございますが、ＰＣＢを含有する電気工作物も含めての電気工作物の維持の

規程がございます。箱の下のほうに※がついているところがございます。電気設備に関する

技術基準を定める省令の中において、ＰＣＢを使用した電気工作物は電路に施設してはなら

ないとされています。ただしこの省令の附則におきまして、「現に施設し、又は施設に着手し
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た工作物については、なお従前の例による」とされ、既に設置されているものについては引

き続きの使用が可能である制度になっております。 

 その下のボックスでございますが、上段の工作物の維持の基準を受けまして、それに違反

した場合につきましては、適合命令をかけることができるという構造になっています。第 40

条において主務大臣は、先ほど御説明しました技術基準に適合していないと認めるときには、

その一時停止などを命じることができるとなっております。 

 第 56 条においても、事業用電気工作物と同様に一般用電気工作物についても技術基準に違

反している場合については、一時停止などを命ずることができるとなっています。第 40 条、

第 56 条に違反した場合には電事法上での罰則がかけられることになっております。以上でご

ざいます。 

（酒井主査） どうもありがとうございました。ただいま環境省そして経済産業省から、基本

計画変更後のＰＣＢ廃棄物処理の全体の現状、そしてこれまでに頂戴いたしました御意見に

つきまして整理をして御説明をいただきました。これから委員の皆様から御意見、御質問を

いただきたいと思っておりますが、この後の審議の進め方といたしまして、まず事実関係の

確認、あるいは質問を最初に出していただきまして、その後追加的な方策についての御意見

をいただくという二段構えで進めさせていただきたいと思っております。 

 それではまず、事実関係の確認あるいは質問という点での御発言がございましたらお願い

したいと思います。いつもどおり御質問、あるいは事実関係の確認がある方は、まずお手元

の名札を立てていただけますでしょうか。 

 まず中杉先生からお願いします。 

（中杉委員） 電気事業法について確認、教えていただきたいのですが、使用しているときに

は届出をしなくてはいけない、廃止したときも届け出なければいけない。その廃止したとき

に届出がなされないままで廃止してしまうというようなときに、どういうふうに追っていく

のか。具体的にいうと、地方に行くともう廃工場になってきて、その工場に行ってみるとト

ランスが残っているというようなケースがあるわけです。そうなると多分洗い出しの作業を

するとしても、量は多くないかもしれませんけれどもどうしても残ってしまうものが出てく

る。最初に使用しているというものがリストとして作られていて、使用している場所と事業

所が実際に残っているのか、残っていないのかというところの紐付けをしてチェックするよ

うな体制が作れているのかどうか、教えていただけますでしょうか。電気事業法ではそうい

うところはどういうふうにしておられるのかというのが質問です。 

（電力安全課） 具体的にそういった事例においてどのように対応しているのか、ちょっと手

元ではわからないのですが、必要に応じて、地方の監督部の職員が確認に行くというような

ことはできるのではないかと思います。 

（酒井主査） 現状の実態がどのようなものかというところまでの御質問でございますが、そ

のあたりはわからないということですか。 

（電力安全課） その点は確認の上、次回以降に御報告をさせていただきたいと思います。 

（眞柄委員） 同じく電気事業法の関係でありますが、10 ページには※の電気事業法施行規則
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というところに、電気工作物という用語があります。また、前のほうにも書いてありますが、

事業用電気工作物、技術適合命令の第 56 条には一般用電気工作物という用語があります。こ

の３つの用語の違いを御説明いただけますでしょうか。 

（電力安全課） 電気事業法の中では電気工作物について大きく２つに区分しております。１

つは事業用電気工作物、もう一つが一般用電気工作物です。一般用電気工作物の主なものは

一般家庭や小さな商店などに設置されている場合の電気工作物が該当して、事業用電気工作

物については発電所、電気を使用する事業者サイドに設置されている電気工作物などがこの

事業用電気工作物に該当することになります。 

（眞柄委員） 10 ページの電気事業法施行規則で工作物の運用業務を管理する者とか従事する

者とか保安、巡視、点検とかずっと書いてありますね。これは一般用の電気工作物に対して

もこういうことをする方が、現に業に当たっておられるのかどうかということです。それは

なぜかというと、ずっといろいろお話を聞いていますと、事業用の電気工作物についてはか

なり綿密なというか、目の細かい施策をとられようとしていることはよくわかるんですが、

要するに蛍光灯の電気安定器のようなものは、一般用の工作物が圧倒的に多いわけで、そう

いうものに対して第 40 条の電気事業法施行規則の管理する者とか巡視する者というのが一

般用まで対応できているのかどうかという、そういう意味からお伺いしました。 

（電力安全課） 第 42 条の保安規程は、対象が事業用電気工作物ですから、一般用電気工作物

については該当しないという整理になっております。 

（酒井主査） よろしいですか。引き続いて高橋委員、お願いします。 

（高橋委員） 資料２の７ページに関するところです。主なポイントとして四角囲みに入って

いますけれども、この中にＰＣＢ廃棄物の処理期限を過ぎても、ＰＣＢ使用製品の使用を継

続する事業者が相当数残るおそれがあるというような表現があります。また８ページの表２

や図１にはＰＣＢ使用製品の使用数が記載されています。使用数に関しては今後掘り起こさ

れるものもあることを踏まえまして、使用し続ける事業者数であったり、使用中機器として

残るおそれのある機器数としてどんなイメージを持たれているのかということを教えていた

だきたいと思います。 

 また、事業者が使用し続ける理由として、９ページの③の３つ目の項目に、処理費用等の

負担と記載されていますけれども、これは費用を負担する能力があるのに意図的に処理費用

等の負担を忌避しているということなのかなど、もう少し詳しい事情を教えていただけない

でしょうか。 

 それと資料２の 19 ページの③１つ目の項目の中に、ＪＥＳＣＯへの処理委託を忌避してい

る理由が記載されていますけれども、これについても費用負担能力があるにもかかわらず意

図的に処理委託を行わないということなのかなど、もう少し詳しい事情があれば教えていた

だけないでしょうか。以上です。 

（酒井主査） 引き続いて質問、事実確認事項を出していただきたいと思います。鬼沢委員、

お願いします。 

（鬼沢委員） 関係資料の 10 ページの御説明で、一番下の部分で地元の自治体と情報共有を図
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っているという御説明がありましたが、具体的にどういう情報共有をされているのか教えて

いただきたいと思います。 

（酒井主査） ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、私のほうから１つだけ。参考資料２の７ページで御説明のあったところです。

最後のところで施行規則での届出で参考となるべき事項のところで、使用中の状況を書いて

いただく様式が用意されているという御説明でしたけれども、ここの実際の報告の現状とい

いますか、どの程度この制度の中で使用中のものが報告されているのかという点について、

現時点で説明いただけるところがあれば、説明をしておいていただければいいのではないか

と思っております。 

 ほかには質問、事実確認事項ございませんでしょうか。 

 それでは今、高橋委員以下３委員から出たかと思いますので、事務局のほうからこの質問

にお答えいただけますでしょうか。 

（中野課長補佐） 私のほうから高橋委員からの御質問、酒井主査からの御質問についてお答

えいたします。 

 高橋委員からいただいたのは、使用中の機器数の増える分というところについての規模感

の見積りといったところと、それから処理が滞っている理由として、費用の問題が記載され

ている部分について、それが費用面としてそもそも余裕のある人か、そうでないかといった

あたりのより詳細な状況というところでございます。 

 まず、資料２の８ページを御覧ください。８ページに表２という形で、「ＰＣＢ主要製品の

使用数」を記載してございます。こちらが先ほど酒井主査からの御質問とも関係しますが、

ＰＣＢ特措法に基づく届出が出てきた中で、使用中の欄に記載されているものを全て高濃度

のトランス・コンデンサ、安定器に該当すると思われるものを整理した数字がこの数字とな

っております。すなわち、ＰＣＢ特措法の届出の中で使用中の欄に書かれたもの、高濃度の

トランスが全国で 550 台、全国でコンデンサ類が約 6,400 台、安定器が約 10 万個あるといっ

た報告がなされております。 

 これに廃棄物としての保管量も含めて、届出で把握されていないものを掘り起こすという

ことが掘り起こし調査の取り組みになっているわけでございますが、これまで行われた取組

の状況、例えば資料の中では先進的な例として、５ページを御覧ください。資料２の５ペー

ジの上のほうに参考として、北九州市の掘り起こし調査は５年をかけて実施したということ

で結果を書いてございます。ここで新たに見つかっている、使用中も含めたＰＣＢ高濃度の

機器については、○が３つあるうち２つ目に書いてございますけれども、その時点で北九州

市で届出がなされて把握されていた高濃度のトランス・コンデンサの約１割が見つかったと

いうところを実績としていただいております。 

 これをベンチマークに、ほかにも我々が自治体と協力して幾つかの自治体と掘り起こし調

査を行っていますが、そこの状況を踏まえても発見される量は、現在把握している量の多く

ても１割程度ではないかと見込んでございます。規模感としてはそう考えております。 

 また、届出のうち使用中の機器が書いてあるところについては、今申し上げましたとおり、
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それを取りまとめたものが８ページの表２ということでございます。 

 もう一つ高橋委員からの御質問にございました、費用負担を理由に処理が進んでいない場

合の状況ということですが、これは私どもの把握している、あるいは現場から聞いている範

囲でいけば、本当に費用負担が難しいような方とそうではない方も両方あり得ると伺ってお

ります。もしこの点について、ＪＥＳＣＯあるいは今回オブザーバーあるいは委員として御

参画いただいている都道府県の皆様からもし補足があれば、後ほどぜひお話しいただければ

と思いますが、私の段階で把握しているところはそのようなところです。 

 先ほど眞柄委員から御質問のありました電気工作物の種類の関係でございますが、私ども

が条文を読む限りにおいて申しますと、事業用電気工作物と一般用電気工作物に分かれてい

て、いわゆる一般用電気工作物は先ほど経済産業省さんからも御説明がありましたように、

家庭で使われるものが中心となっています。普通にコンセントで電源がとれるような、100

ボルトとか 200 ボルトに該当するような電圧を扱っているものですから、中心が家庭用とな

りますとそもそもＰＣＢ廃棄物は基本的には対象は事業に伴って出てくるものですので、一

般用電気工作物にはそういった高濃度ＰＣＢ廃棄物はほとんどないのではないかということ

だと思います。もしそれで間違いがあれば、電力、メーカーさんからおっしゃっていただけ

ればと思います。以上です。 

（酒井主査） 今の質問に対しての回答でした。どうぞ高橋さん。 

（高橋委員） こちらの質問が要領を得ていなかったのかもしれないですけれども、処理期限

を過ぎてもＰＣＢ使用製品の使用を継続する事業者数が相当数残るおそれがあるとあります

けれども、その相当数というのはどのくらいの規模感だというふうにイメージされているの

でしょうか。 

（中野課長補佐） この資料の中でも記載させていただいておりますが、我々が把握している

ところは８ページに使用中の機器がありますが、１つの問題として使用中の機器が使用をや

めることを誰が決めるのかというと、今は持ち主が決めるしかできない形になっていますの

で、その先が読めないといったところを課題として、整理をしております。場合によっては、

これは全部かもしれないですし、この一部がどれくらいまでかというのは、今の段階では予

測がつきづらいというところがありますが、１つトレンドとしてありますのは、８ページ下

の折れ線グラフがございます。これも同じくＰＣＢ特措法に基づく届出で使用中と書いてい

ただいた機器の合計数の経年変化をとっているグラフでございますが、これを御覧いただき

ますと、少なくとも年々減少傾向にあるということです。これをこのまま近似曲線を描いて

右側に引っ張ってきたときに、どうなるか今は予測はつかないという現状でございます。以

上です。 

（酒井主査） 鬼沢委員から地元への云々というところがございましたが、どなたか。 

（電力安全課） 参考資料 10 ページで説明させていただきました、経済産業省の監督部と、地

方とのデータの共有についての御質問だったかと思います。自治体に対しては監督部が保有

しているＰＣＢデータベース、それから自家用電気工作物のデータベースというものがござ

います。これらにつきまして都道府県や市のほうに情報を提供させていただいている状況で
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ございます。 

（中野課長補佐） 補足させていただきますと、大きく２種類の情報を経済産業省さんから環

境省あるいは都道府県市に共有いただいているところでございます。１つは自家用電気工作

物として、ＰＣＢが入っている、入っていないを問わず電気工作物として経済産業省さんが

把握しているデータ。これは関係資料集でまいりますと、参考資料３の９ページを御覧くだ

さい。９ページ一番下に第 42 条保安規程という規程がございます。こちらが事業用電気工作

物について設置する方からの情報になります。この保安規程に基づいて幾つかの情報を経済

産業省さんに届け出ることになっています。この届出データに基づいて整理されているもの

が、恐らく自家用電気工作物のデータとなっております。こういった項目から明らかとなる

機器の状況、あるいは設置場所の情報ですとかこういったものを、特に近年掘り起こし調査

を実施してアンケートを送る母集団としてこちらが適切ではないかという考えのもとに、こ

ちらのデータを近年提供いただいているというのが１種類目のデータでございます。 

 もう一種類のデータが、10 ページ第 106 条のところです。※の中で出てまいります。電気

関係報告規則に基づいてＰＣＢを使用しているトランス・コンデンサにつきましては、また

別の届出をしていただいています。この届出によって得られる情報は製造番号とかもう少し

機器について細かい情報が入っているんですけれども、こちらについても都道府県市からの

求めに応じて現場、現場の産業保安監督部さんからこちらの届出情報も自治体さんに御提供

いただくというような、２つの情報をいただいている状況でございます。 

（酒井主査） よろしいでしょうか。それではほかに質問事項、どうぞ。 

（大塚委員） 確認で細かいことになるかもしれなくて恐縮ですけれども、さっき８ページの

表２の数に掘り起こし調査をしたら、５ページのところで１割増えたという御説明をいただ

いたんですけれども、確認で恐縮ですが、参考資料の条文のほう、６ページになります。Ｐ

ＣＢ特措法第８条で届出をしていただいていて、この数字が８ページの数字だと先ほど御説

明いただいたと思いますが、第８条は「事業者及び廃棄物を処分する者は」、となっていてこ

れは廃棄物との関係で届け出るというようにも読めるんですけれども、これは本当に使用し

ているだけでも届け出ることになっていると考えてよろしいのでしょうか。 

 もちろんさっき、規則のほうでは使用中の機器の数と使用状況でおっしゃっていただいた

のですが、これも廃棄物のということになっていますが、本人が廃棄する意思がなければこ

こで届出は出てこないんじゃないかという気もするのですが、そういうことは余り考えなく

てもよろしいんでしょうか。 

（中野課長補佐） まさに今大塚委員から御指摘いただいた点は、この全体の制度の中での課

題の１つとして資料でも整理させていただいていますが、基本的にＰＣＢ特措法に基づく届

出については、ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者とそれを処分している方からの届出にな

りますので、まず、廃棄物を持っている方というのが前提になります。結論から申しますと、

使用中の機器しか持っていない方はＰＣＢ特措法に基づいての届出の義務は発生しておりま

せん。 

 先ほど私の説明で少しわかりづらかったかもしれませんが、掘り起こし調査で把握してい
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る量が１割ぐらい、経験則的にいうとそれぐらいが増えるのではないかというところは、８

ページにございます使用中の数、よりわかりやすいのは 12 ページです。資料２の 12 ページ

に表３をつけております。こちらはＰＣＢ特措法に基づく届出によって出てきた数字の保管

量と先ほど表２で出てきた使用量、両方を足した数字になっています。この合計数、つまり

ＰＣＢ特措法で把握している廃棄物の保管量プラス使用量、こちらの合計数の大体１割ぐら

いが掘り起こし調査で新たに見つかる量ではないか。その使用中と廃棄物の割合自体はデー

タが少な過ぎるのでこれでいいかというところは、ちょっとまだ確たることは言えないとい

うふうに考えております。以上です。 

（酒井主査） １割というのは、表３の保管量と使用量の合計を母数としたときの１割なんで

すか。 

（中野課長補佐） はい。大体その程度ではないかと。 

（酒井主査） 何を母数にするかよく考えていかないといけないですね。浅岡委員、どうぞ。 

（浅岡委員） 法令の関係で事実関係だけ教えてほしいのですが、ＰＣＢ特措法を制定したと

きに、先行する電気事業法に対してどのような位置づけにするかという検討はなされたのか。

それからＰＣＢ特措法を施行していくに当たって、電気事業法との矛盾というんですか。そ

ういう関係について検討がなされたのかどうかという点に関して質問したいんですけれども。 

（中野課長補佐） 資料としてわかりやすいところでいきますと、関係資料集の９ページ、参

考資料３でございます。特にこの参考資料３の１番の経緯の（３）にございますけれども、

ＰＣＢ特措法は平成 13 年に成立、施行した法律です。これに合わせて電気事業法の中では電

気関係報告規則が改正されたということになっています。つまり時系列的に申し上げますと、

経緯の（１）にありますとおり、先行する電気事業法では、昭和 51 年からＰＣＢが入った電

気工作物を新規に設置することはそこで禁止された。そのときに先ほどの説明のとおり、附

則でこのとき既に設置されていたものは、（２）番で引き続き使用が認められているというこ

とになりましたが、平成 13 年にＰＣＢ特措法ができるときに、特措法が基本的に廃棄物に対

する法律ということもありますので、使用中の機器の状況を捕捉する手段として電気事業法

側では使用中の機器に対する届出制度というものを作り、先ほど申しましたとおりＰＣＢ特

措法については、廃棄物の保管業者に届出をしていただくという住み分けで制度ができたと

いうことだと思います。 

（浅岡委員） もう一つ２番目の後半の質問ですけれども、施行されて 14 年ぐらいたっていま

す。ですから施行して５年ぐらいで見直しとかそういうことはされたのですかという話です。 

（中野課長補佐） ＰＣＢ特措法については、制定時に附則でＰＣＢ特措法は施行 10 年を経過

してから見直しをするという規定になっていましたので、まさにこのワーキンググループの

親検討会が平成 22 年に立ち上がって、施行後 10 年に基づいた見直しの検討を開始したとい

う経緯となっております。 

 その結論として１つは処理期限の延長、あるいは特にＪＥＳＣＯについての処理体制の再

構築といったところが結論として出てきたものと考えております。もちろんそれに加えて、

掘り起こし調査などの経済産業省との連携のもとでの取組とかこういったところを位置づけ
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ていったところでございます。 

（酒井主査） 質問という意味ではよろしいでしょうか。御意見のほうはまた後でお願いしま

す。それでは、事実確認あるいは御質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、今後、期限内処理完了のために必要な追加的方策について御意見をいただきた

いと思います。今回いただいた御意見を踏まえまして事務局において必要な追加的方策を案

として取りまとめてもらい、次回のワーキンググループに提示してもらいたいと思っていま

す。積極的な御意見をいただきたいと思います。それでは御意見いかがでしょうか。 

 御意見のある方は例によって名札を立てていただけますでしょうか。それでは中井委員か

ら順番に回してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（中井委員） 御指名ありがとうございます。私ども電力業界として高濃度ＰＣＢにつきまし

ては、処理期限に向けて計画的な処理を継続していく所存です。そのように取り組んでおり

ますけれども、今後さまざまな対策等を御検討いただく際に、計画的に処理を進めようとし

ている事業者に対する措置と、そうではない事業者との間では少し配慮があるようなことも

考えていただければありがたいというのが１点目です。 

 今後掘り起こし調査等が行われたときに、結果としては処理対象量も増えていくといった

ところかと思います。そういったものがどういった形で搬入されてどのように処理されてい

くのかという処理側の計画と、我々事業者のほうで運び出しをしていく計画がうまく整合し

ていく必要があろうかと思います。搬出側、受入側、これが処理に向けた車の両輪かと思い

ますので、そういったものが整合していくような形で計画等が立っていくといいのではない

かと思っています。 

 それに関連して、現在ＪＥＳＣＯ様への搬入については年度ごとの調整ということになっ

ていますが、事業者のほうが長期的、長期といってもこれから数年ということになりますが、

数年でどのような形で処理に搬出していくのかというところについて、複数年の搬入計画を

立てられるような形になるとありがたいと思っています。 

 それから今も随分届出に関するところでＰＣＢ特措法の届出と電気事業法上の届出の関係

性、リンケージについての課題の認識も共有されたところですが、届出を行う際に両方の内

容などが整合すると、届出を出す側としてもミスの低減などの意味で負担の軽減にもなろう

かと思いますので、その辺も御検討いただければと思っています。 

 もう一つ最後になりますが、微量ＰＣＢの問題については、冒頭の環境省様の説明でも全

体に対する意見として幾つか課題が整理されたところです。こちらにつきまして細かく申し

上げることは控えたいと思いますが、微量ＰＣＢについては高濃度とは違う特殊性がござい

ますので、その辺の配慮については引き続きいただければと思っているところです。以上で

す。 

（酒井主査） 引き続いて高橋委員お願いします。 

（高橋委員） ありがとうございます。やや重複する部分もありますけれども、鉄鋼業でも、

高濃度のＰＣＢについては処理期限に向けて計画的に使用中機器の廃止や、ＪＥＳＣＯへの

処理委託を進めていると認識しております。先ほどの中井委員の発言と重なりますけれども、
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計画的に対応を行っている事業者への配慮をお願いしたいと思います。 

 それと低濃度関連については、課題をきちんと整理していただいておりますけれども、１

つだけ追加でお願いしたいことがあります。すなわち、絶縁油の封じ切り機器であるコンデ

ンサ類のＰＣＢ汚染の有無の確認については、今のうちから方策を進めていっていただきた

いと思います。確認方法がないまま使用停止期限が設定されてしまうと、ＰＣＢに汚染され

ている恐れがある全ての封じ切りコンデンサ類を停止せざるを得なくなり、ＰＣＢ廃棄物で

ないものも廃棄物となってしまい、更新費用もかさむことに繋がりますので、ぜひこれにつ

いては進めていただきたいと思います。以上です。 

（酒井主査） 鬼沢委員、お願いいたします。 

（鬼沢委員） 先ほど自治体への情報共有のところでどういったものとお聞きしたときの、２

番目のこういう情報といったのが製造ナンバーやその他の情報を届けているというお答えが

あったんですけれども、それを見ればどこで使われているのかがわかるのではないかと思う

ので、そこをもっと掘り起こしに活用できるのではないかと思います。その情報とあるいは

わからないところに対しては、機器の製造事業者さんだったらどの機種で高濃度ＰＣＢを使

っているのかとか、あるいはいつからのものについては使っていないとかがはっきりわかっ

ているのではないかと思うので、もっと製造事業者さんからの情報も得て掘り起こしを早く

進めていく必要があるのではないかと思います。 

 それとＰＣＢの処理を早く進めていかなくてはいけないという危機感が社会全体へ伝わっ

ていない気がしますので、関係者だけでなく社会全体がこれを本当に早く処理をしないと大

変なことになる、という情報を発信していかないといけないのではないかと思います。そう

することによって、例えば使わなくなった倉庫にあるんじゃないかと地域の住民の人が気に

かけるとかそういったことも注目していく大事なことになるのではないかと思いますので、

掘り起こしのためにはそういうことも必要なのではないかと思います。 

（織委員） ＰＣＢ処理に関して非常に気になる点は、高濃度ＰＣＢと低濃度ＰＣＢについて

の違いが、一般市民の方というか地域住民の方もなかなかわかっていただけないというとこ

ろが、10 年たってもまだあるということです。高濃度ＰＣＢと低濃度ＰＣＢをしっかり分け

て考えて、高濃度ＰＣＢについては地域住民の信頼を確保するために、確実・迅速に何より

も安全に処理をしていかなければならないという大命題があると思います。ここでスピード

と公平性の問題というのがかなり矛盾するというか、難しいところがあると思います。今の

資料を見ても、事業者の方は費用の負担等についても公平性ということをすごく気にして意

見としても多いんですけれども、一方でスピーディーな処理という観点でみると、ある部分

公平性を犠牲にしてでもスピーディーに処理をしていくという地元ニーズがあるのではない

か、この辺は少し事業者の方にもある種覚悟を決めて取り組んでいただかなければいけない

のかなという気がしています。 

 もう一方、掘り起こしですけれども、北九州の事例を見てもそうなんですが、かなり自治

体の頑張りによっているところが正直あるのかなというふうに思います。北九州は５年をか

けて本当に担当者の方がつぶさに拾われていったという大変な御苦労をなさって掘り起こし
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で 10％を拾ってきたということです。では他の自治体もこれをやるということになりますと、

なるべくそれを国がバックアップするようなシステム、何らかの形で自治体の職員の方の労

働を軽減するようなやり方、あるいはベストプラクティス、こういうやり方をすればいいと

いうようなものがないとなかなか難しいのではないかという気がしています。 

 もう一点、高濃度ＰＣＢに関しては今話が出ていましたが、電事法とＰＣＢ特措法の使用

中と廃棄物の隙間の問題がすごく出てくるのかなと思います。基本はなるべく特措法の世界

に行くように、いつまで使用している状態であるか、どこから廃棄物になってどこまでが使

用中だということが不明確なままではなく、これは早く処理をしていかなければならないの

で、早目に廃棄物の世界に入っていけるよう、何かそういった基準、動かしていくようなも

のの検討が必要なのではないかというふうにと思います。 

 低濃度については、効率的に処理をしていく。高濃度とは異なり効率的に処理をしていく

ために、もう少し規制緩和の部分で筐体の処理とか切断についてより事業者の方が柔軟に対

応できるように、廃掃法、特措法の例外的な処理をしながら緩和策というものをぜひ検討し

ていただきたいと思います。いずれにしても、低濃度ＰＣＢについては、もっと地域住民の

方に理解していただいて、違いというものをわかっていただくために、もう少しきめ細やか

なリスクコミュニケーションが必要だなと正直、現場で感じているところです。以上です。 

（酒井主査） 親里委員お願いします。 

（親里委員） 昨年度基本計画が大きく変更になりましたけれども、この変更に関してご了承

いただきました処理設備設置地元自治体の皆さん、お知恵をいただいた有識者の先生方、ま

た御尽力いただいた環境省を初め各団体の皆様に深く感謝したいと思っております。本ワー

キングにつきましては、様々な立場の方に御参加いただいているわけですけれども、処理完

了期限内に１日でも早く確実にＰＣＢ廃棄物を処理完了するという共通の目的に向かって建

設的な議論を重ねたいと考えています。 

 ７月末の委員会で自治体の皆様から多くの御意見をいただきましたとおり、処理対象物の

把握から完了まで非常に時間的に厳しいという状況がございます。そこで今回のワーキング

の中では追加的法策を極力早く仕上げていくということが求められていると考えております。

このために優先度が高いところはどこか、また我々のワーキングの中で合意が得られる部分

はどこかというのをよく見極めた上で方策をまとめていくほうがよいのではないかと考えて

おります。具体的には、ＪＥＳＣＯ様の処理完了期限の近さの観点から、まずは高濃度ＰＣ

Ｂを対象とする方策を優先してまとめたほうが速やかな意見集約につながるのではないかと

考えています。 

 低濃度ＰＣＢにつきましても議論を加速していかなければならない状況は重々承知してお

りますが、処理対象機器の把握、あるいは使用中機器の考え方等については、高濃度以上に

熟慮が必要だと考えています。高濃度ＰＣＢとは分けて検討したほうがよいのではないかと

考えております。 

（酒井主査） 大塚委員、お願いします。 

（大塚委員） 法的な観点から幾つか申し上げたいと思います。１つは使用中のＰＣＢ使用製
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品に関しての規制についてです。関連資料の 11 ページにございましたが、先ほど経済産業省

から御説明いただきましたが、第 39 条の省令で昭和 51 年の施行の際に、現に敷設されてい

るものについては従前の例によるという附則が何とかならないかということが多分問題にな

ると思います。使用中のＰＣＢについて使用停止を命ずるようなことを考えるべきではない

かという議論は、さっきの資料２のほうにもございました。危険物だということもございま

すし、既に 40 年ぐらい利用していただいているわけですから、減価償却というか既にある程

度利益を得ておられるということがあると思います。製造してはいけないことになっている

ので、既に危険性については行政的に指導されたりしてきているということもあると思いま

す。そういう観点から考えると、使用の停止を考えてもいいのではないかということがある

と思います。ペットフード法とか飼料の安全性に関する法律でも使用の禁止に関する法律が

ありますが、これは人間の健康にかかわる話ですから、ますます使用停止ということを考え

てもいいのではないかと思います。電気事業法だと第 51 条にも使用停止に関する規定がござ

います。その点も含めてぜひ御検討いただきたいところです。 

 ２つ目ですけれども、関連資料の５ページになるとと思います。ＰＣＢ特措法の第 16 条の

改善命令ですが、先ほど御説明がございましたように、法第 10 条の政令で定める期間が施行

令第３条で平成 39 年３月 31 日になっており、それに違反しないと改善命令が出せないとい

うのは余り役に立たない規定になってしまっているということだと思いますので、これはぜ

ひ改正していただいてもっと早い時期に改善命令が出せるようにしていただかないと、何の

ためにある規定かわからないということになってしまっていると思います。これも先ほど資

料２のほうでご議論がございましたように、ある程度あらかじめ対処できるようなことが必

要だと思いますので、期間を前に倒して違反について改善命令を出せるようにするというの

は必須ではないかと思います。 

 電気事業法の対象でない安定器について、ＰＣＢ特措法で電気事業法と同じような使用に

関しての規制ができるようにするということも、ぜひ御検討いただきたいと思います。 

 先ほど出てきた掘り起こし調査に関してですが、アンケート調査を送っても回答しない事

業者にどう対応するかということが大きな問題になってくると思います。これに関しては事

業者に対して、調査命令を出すということもぜひ御検討いただきたいと思います。一般用の

電気工作物に関しては、調査命令の規定が電気事業法にございますので、それは一般用電気

工作物に関しての規定ですので直接これには関係しませんが、調査命令の規定、これは法律

が必要ですけれどもぜひ作っていただくといいのではないかと思います。 

 ９ページのところにある電気事業法第 42 条の届出に関しては、データが古いとかという話

も資料２で出てきましたが、これはもうちょっと新しくしてもらうことをぜひ御検討してい

ただきたいと思いますし、これは質問するべきだったのかもしれませんけれども、経済産業

省のほうでぜひ御検討いただけるとありがたいということでございます。 

 先ほど資料２であちこち支援が必要だという問題が出てきていますが、支援の問題もある

と思いますし、さらに電気保安関係の方の協力が必要だということも出てきています。これ

もまたお金が要ることだと思いますけれども、その意味では６ページとか 13 ページに支援の
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話がいっぱい出ていましたが、基金を充実させる必要があると思いますけれども、そもそも

ＰＣＢに関しては処理の拠点をつくるときに製造者にやっていただこうと思って、かつて住

民の反対でうまくいかなかったということがあったかと思います。資料２にもございました

けれども、拡大生産者責任的な発想をとって、是非製造者の方にも、今まで以上に基金にお

金を入れていただくようなことをぜひ御検討いただきたいと思います。 

 これも資料２の中にございましたが、ＰＣＢ特措法に基づく届出とＪＥＳＣＯへの登録を

一体化させる必要があるということは、私もそのとおりだと思いますのでぜひこれも御検討

いただければと思います。 

（酒井主査） どうもありがとうございました。眞柄先生、お願いします。 

（眞柄委員） 前回の検討委員会の後、ＪＥＳＣＯ北海道事業所の監視円卓会議が開催されま

した。その際、室蘭市あるいは北海道の円卓会議の方々から大きく３つの問題点が指摘され

ましたので、それを御紹介したいと思います。 

 １つは円卓会議の関係者が経営しておられる事業所の中で、安定器が使われていた。室蘭

のＰＣＢの円卓会議は始まって 10 年ですが、その関係者ですら自分の中にどういう蛍光灯の

安定器が使われているか知らないということが明らかになりました。 

 もう一つは、その廃安定器を交換した事業者に持っていってくれと言ったらこれはＰＣＢ

だから駄目ということになった。じゃあどうしようかと、そのまま持ってきてもらったら困

ると、特別な容器じゃないと輸送ができないようになっているので、善意で発見されて善意

で処理事業所まで持っていこうと思っても、色々なルールがあってよくわからないというこ

とが出てきました。 

 もう一つ、これは違う方ですが先ほどから紹介があったように破産・廃業した際に、その

事業所に存在しているＰＣＢをどうするかについて、ルールがないということが指摘されま

した。 

先ほども御意見がありましたが、改めてＰＣＢについて国民の関心を増すような広報活動

をこの際に積極的する必要があると思います。例えば室蘭の場合、東京から今度から安定器

が来ることになっていますが、今東京にこれだけのものがありますよということを前提に、

室蘭の事業所は大雑把ですけれども処理のロードマップを書いているわけです。本当にそれ

で大丈夫なのか、東京はこの数を約束してくれるんですかという意見がありました。そうい

う意味で掘り起こし調査をできるだけ早くして、例えば室蘭の事業所で本当に 36 年までに計

画的に処理できる量であるかどうかということは、それぞれの都道府県から正確な数値、特

に北海道は東京都だけではなくこれまで 15 県のものを扱うことになっていますが、それぞれ

排出される都道府県で室蘭市、北海道の事業所、あるいは関係者の方々が納得できるような

負荷を早く出していただきたいというのが、大きく言って前回の円卓会議の要約ということ

で御紹介させていただきました。 

（酒井主査） ありがとうございました。中杉委員、お願いします。 

（中杉委員） 過去どういうふうになってきたか、どういう経緯でこうなったかという話は今

さら議論してもしょうがないと思いますので、現状からどういくかという話です。先ほどか
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ら話がありますように、北九州はあと４年のうちで終わらないといけないということを考え

ると、いろんな方策を考えてやらないといけないのですが、あれをやってこれをやって、じ

ゃこれは駄目だったから次どうやろうかという時間的余裕があるとはとても思えない。もの

すごく抜本的な方策を考えないと絶対間に合わない、そういうことを考えざるを得ないだろ

うと思います。 

 その基礎になるのは、大塚先生が言われているような、使用を限定するような制度みたい

なものを考えていかざるを得ないだろうと思います。使用を限定するような制度というのは、

ＰＯＰｓというのは必ずしもＰＣＢだけではなくほかのものもあります。化学物質の製造を

禁止している化審法という法律があります。ただ、この法律の中では使用者に対する規制は

ない制度なので、そのまま使えません。その法律を改正して使用を禁止するというようなこ

とは、それも時間が間に合いません。 

 そういう意味でいくと、今ある法律の中で動かしていかなければならないということにな

ると、電気事業法でもＰＣＢ特措法でもない、別の新しい法律をつくってその法律を待って

という余裕はないのではないか。今ある２つの法律の中でどこまでカバーできるか、どうい

うふうにするかというそこをベースに据えた上で、計画的に使用されているものをどうする

か、それにどう対応していくか。そのほかにいろんなものを組み合わせてやっていかないと、

法律を作っただけで全てが解決するわけではない。ただ、時間が迫っているということを考

えると、抜本的なものを今の時点で早急につくらないと多分間に合わないと思います。 

 私も東京の処理施設の安全委員会を預かっている立場から言いますと、そういうことをし

てもらわないととても不安です。そのような考えなので、法律を作るのが一番よいとも言え

ず、ほかの案があればそれで結構だろうと思います。本当に確実に効果のある策を早急に考

えないといけないというふうに思います。考え方として基本になるのは、私は、期限を切っ

て使用を制限していくということではないだろうかと思っています。 

（酒井主査） どうもありがとうございます。続いて松田委員、お願いします。 

（松田委員） 法律が改正されて平成 39 年までということの根拠は、ＰＯＰｓ条約に合わせる

ということ、かつ、各事業所間の均一化を図るということで苦肉の策で出された案だと理解

しています。 

それを実行するに当たっては、先ほどから各委員のおっしゃっていることと同じことの繰

り返しになると思います。実際に今ＪＥＳＣＯで処理するスピード、例えば待ち時間をも考

えて、最終的に処理しなければいけない量に対して処理のスピードを考えると、どのくらい

の期間が必要なのか。かつ最悪のケースを考えたときに、処理施設の稼働率を考えるとどう

なるかが明らかにされていません。 

 それから、掘り起こし、および現在使用中のものを止めるなどにおいてどの段階が全体の

処理の速度を律速しているのか。そういうオーバーオールの観点からの議論が欠けているの

ではないかと思います。そのところをきちんと把握した上でいろんな方法論があると思いま

す。技術的なこともありますし、法律の観点からもあると思いますが、まず現状の把握と認

識、その公表、さらには一般市民の方々への重要性、緊急性のＰＲをもう少し積極的にやっ
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ていただくのが良いと思います。 

（酒井主査） 続いて上野委員、お願いします。 

（上野委員） 先ほどから委員の先生方が仰っておられるように、使用中のＰＣＢ使用製品が

一刻も早く全て使用を終了するということが、期限を考えると非常に重要なことだと思って

います。そういうことで先ほど電気事業法の改正がＰＣＢ特措法と同時にありましたけれど

も、その後見直しがなされていないということで特に第 39 条のところの最後の事項に書いて

ございます。昭和 51 年時点から使用がずっと続けられている、ここの法律を改正していただ

きたいというふうに思います。 

 安定器につきましては、先ほども眞柄委員が言われましたけれども、特に安定器は室内で

使用されているものがかなりございます。特に、ＰＣＢが漏れ出して室内環境を汚染すると

いうことがかなり懸念されます。そういうところを踏まえて啓蒙活動が非常に大事ではない

かと思っています。その辺のところも特に重要だと思います。以上です。 

（酒井主査） 続いて、浅岡委員お願いします。 

（浅岡委員） 北九州の例が頻繁に出てくるんですけれども、北九州はＰＣＢ特措法が制定さ

れてから以降の動きを見て、何故こういう形で掘り起こしとかそういうことがある程度順調

にいったかということを考えますと、ピンポイントに相手を選んで自治体が積極的に動いた

という結果ではないかと思います。それは単に使用量の掘り起こし、保管量の掘り起こしだ

けでなくて、これは確実に処理をしないといけないという処理プログラムを同時に組み合わ

せて相手に要求していった。 

実際にさっきも法律関係を確認したのはなぜかというと、今の電気事業法とＰＣＢ特措法

で十分使用禁止の法令になっているのではないか。結局、期限が設定されればそこで使用禁

止が自動的に設定されている。そうするとその期限が来た瞬間に使用している使用者は違法

行為になる、前倒しに処理をしなければ物理的に違法で罰則の対象になるというシステムが

確立しているので、それを使用者に説明すればいいだけだという論理があります。 

 今後何を本当にやるべきかというと、やはり各自治体にこのＰＣＢ処理に関して温度差が

あると思います。それをどうやって処理をしないといけないというところへ集中させるかと

いうことの方策を考えることと、自治体の責任を明確化して動いてもらうというシナリオを

つくるのが、このワーキンググループの方向性ではないかと思います。以上です。 

（酒井主査） ありがとうございました。あと自治体のほうからの委員で近藤委員から名札が

上がっています。ほかに自治体のほうからの委員で御意見がある方おられたら今挙げてくだ

さい。全員ですね。では順番に梶川さんのほうからお願いします。 

（梶川代理人） 先ほど経済産業省さんのほうから、使用中の機器に関して電気事業法につい

て説明をいただきました。その説明を聞いていて思ったこととしては、使用中の機器から廃

止に至るというところがどうもこの電気事業法は現行のままではスムーズにいかないのでは

ないか、やはり漏れがあるのではないかという感じがいたします。現行のままですと、ＰＣ

Ｂ使用機器の処理は事業者の自由な意思に委ねられているというふうに言わざるを得ません。

期限があるＰＣＢの処理でございますので、ぜひともそれは計画的な処理に仕向けるような



26 

方策、先ほどから先生方から御意見がありますとおり、法整備も含めて、場合によっては法

整備によらない対応ということもできるのかもしれませんが、そういった検討をできる限り

スピーディーにやっていただきたいということがまず１点でございます。 

 もう一点としてこういった使用中の機器に関して、都道府県市のほうで立入検査とか掘り

起こし調査とかいろいろ苦労をしてございます。是非ともこういったところに明確な権限を

持って我々が調査ができる、我々が立入検査ができるということを明確に検討していただい

て、できるならば法整備という形で実現していただきたいというふうに強く思います。以上

です。 

（酒井主査） ありがとうございます。次に前川さん、お願いいたします。 

（前川代理人） 大分意見として出ているところがありまして、そのほかというところ、ちょ

っと重複するところもあります。まず、経済産業省さんの電気関係報告規則で使用中のもの

に対して届出の義務が課されているのですが、実際、現場にうちの職員とかが立入検査をし

ますと、電気主任技術者の方への浸透度が非常に低いところがあります。まず今できるとこ

ろとして、そういった方にきちんとこういう届出の制度があるので届け出てくださいという

ことを徹底することをやっていただきたいと思います。 

 届出の制度に関して、ＰＣＢ含有の安定器、個人のお医者さんが持っているレントゲンの

小さなコンデンサ、その他小型機器のようなものは電気工作物には該当しないので届出の義

務はないということです。これが今のところ把握のしようがないというところがあります。

ですので、このワーキングでそういったものの把握の仕方を検討していただきたいと思いま

す。 

 このワーキングはどちらかというと高濃度のほうにプライオリティを置くということも、

先ほど委員の先生からあったような気がしますが、低濃度もできるところから、例えば抜油

ができるコンデンサ以外のトランスとかは、電気事業法で１年に１回点検をしなければなら

ないということになっていますので、そういった機会を利用して抜油していただいて、全体

的に低濃度ＰＣＢのトランスだけでもどのくらいの量があるか把握しないと、平成 39 年の処

理期限までに処理は完了しないのではないかという感じがいたします。 

 先ほど届出の様式の話がありました。経済産業省さんのほうの、電気事業法に基づく届出

に関しては詳細な記載があるんですが、電気事業法の電気工作物の届出に関してはそこまで

の詳細なものはないということです。先ほどもありましたが、ＰＣＢ特措法の届出と電気事

業法そのものの工作物の届出の様式を一致させることによって製造年月日等がわかってくる

というところもありますので、そういったことも御検討いただければと思います。 

（酒井主査） ありがとうございます。 

 本日のワーキングのお約束の時間は５時 30 分でございます。あと５分ほどに迫っています

が、全員の御意見はきちんと聞きたいので若干の延長をお許しいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 引き続いて近藤委員、お願いします。 

（近藤委員） ほとんど私も重複するものが多いのですけれども、自治体の立入検査権限につ
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いてもお願いをしたいということと、ＰＣＢ特措法と電気事業法の届出情報がせっかくあり

ますので、こういったものを突合して漏れがないかという確認もしてほしいということが１

つです。 

 言いたかったのは大塚委員にかなり言っていただけたので、そこについて少し追加という

ことです。実際制度がこのままでいくと、処理をしない方に平成 39 年の状態で命令をかけて

も、ＰＣＢ処理施設がないという状況でございますので、これはもう本当に前倒しをして計

画的に処理ができる範囲の中で、命令がかけられるようにしていただきたい。またこれらの

命令に対して従わない者が出てくる可能性があるので、行政代執行とかそういった権限につ

いてもひとつ検討していただきたいと考えております。以上です。 

（酒井主査） 有門さんお願いします。 

（有門委員） 大阪市の有門です。いろいろ重複しますので実際に処理施設が立地している自

治体、それと掘り起こしなどを的確にやっていかないといけないという立場で、経済産業省

さんを名指しにするわけではございませんけれども、電気事業法の関係で、経済産業省さん

には本気になっていただきたいと考えているところでございます。委員の立場でこんなこと

を申し上げてはあれですけれども、使用中のＰＣＢ使用機器についてストックホルム条約を

守れるように本気になって考えていただきたいと考えております。以上でございます。 

（宮金委員） 北九州市の宮金でございます。よろしくお願いいたします。 

 私もかなり重複する部分がございますが北九州市は冒頭からいろいろと例にも出していた

だきましたし、計画的処理期限が一番早くまいります。トランス・コンデンサ、安定器につ

きましても一番早く来ますので、受入自治体としては非常に危機感を覚えています。その中

で何点か要望という形で申し上げたいと思います。 

 まずは、いろいろな委員のほうからもありましたけれども、広く国民にＰＣＢの処理が重

要であるということがまだ伝わっていない。事業者の中にも意識が欠落している事業者が一

定数いるだろうということもあります。ですので、政府公報でテレビＣＭ等を活用しながら

広く周知・広報活動をしていただきたいと思います。 

 その中で製造者の責任もあります。ＰＣＢ特措法の第４条とか国の基本計画の中にも、製

造者は普及啓発とか国、自治体が実施する施策に協力しなければならないと明記されていま

すので、環境省、経済産業省等から製造者のほうにも協力を要請して一緒になってやってい

ただくことが必要と思います。 

 掘り起こしの件ですけれども、北九州の例をとっていただいて、約１割が掘り起こしで見

つかったという例を言っていただきましたけれども、昨年環境省さんのほうが掘り起こしマ

ニュアルということで自治体向けに作りまして説明会等をして、今年から本格的に大半の自

治体が掘り起こしをやっていくことになっています。その掘り起こしの対象を電気事業法に

基づく届出事業者を対象にしたらいいと書いてあります。ただ北九州がやってきた掘り起こ

しというのは、その範囲に限定しておりませんで、もっと幅広く例えば総務省さんの経済セ

ンサスの統計データを使ったり、５人未満の事業所というところまで踏み込んでやった結果、

１割見つかった。そもそも電気事業法の届出事業者を対象にすると、さっきからよく出てい
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ますように安定器は漏れております。低圧のトランス・コンデンサも漏れています。なので

全部見つかるわけがないと我々は思っています。もっと幅広くしていく必要があるのではな

いかと思います。 

 だとすると、やはり北九州は５年かかっています。市町村都道府県レベルで規模に差があ

るでしょうから、一概に５年かかるとは申し上げませんが、トランス・コンデンサについて

は３年半の期限の中で処理を完了するとすれば、少なくとも今年度、来年度中にはもう掘り

起こしは終わっておかなければいけないんです。そのあたりでもっと、今日御参加ではない

けれども搬出事業者、搬出元の自治体にもアクセルを踏んでいただかなければいけない、当

事者意識を持っていただかなければいけない。国からももっと強い指導をしていただく必要

があると思っています。 

 使用中の機器の問題については各委員からもいろいろ意見が出ておりますように、受入自

治体としても、使用中止期限を定めていただきたいというふうに思っています。計画的な処

理に向けてやっていただいている事業者もいるということでございましたけれども、それが

全てであるわけではないんです。しかも計画的にやっていただいている事業者についても、

それは受入自治体としては計画的処理期限内ということがもう当たり前の話だと認識してお

ります。それに向かった形の計画であれば、それ以外のところに対して使用期限はいつまで

と、特措法の届出をしていてＪＥＳＣＯ登録をしていない事業者も一定数いるというので、

ＪＥＳＣＯ登録の期限もこれまでだという形で、合わせた形で強制力を持てるような取組を

ぜひ考えていただきたいと思います。 

 それから、使用中の機器の話で、やはり北九州としても、もっと経済産業省さんに本気度

を見せていただきたいと思っています。誠に辛辣な言い方で申しわけないのですが、この会

議とは別に「早期処理に向けた関係者の連絡会」を今年の２月に国レベルでつくって、地域

ごとにそれも今順次開催されているところです。その中で使用中の問題について具体的な取

組策を検討していきましょうという会議ですが、それが北九州地域は、先月８月 21 日に５地

域の中で一番最初にありました。その中で経済産業省さんのほうからも具体的な取組例とい

うことで御説明があったのですが、私はそれを聞いて非常にがっかりした内容でした。名簿

の精度が低いだとかいうことで自治体のほうからいろいろな御意見を出させていただいてお

りますが、その名簿の精度を上げるというふうに書いてはいらっしゃるんですが、一例をと

りますと届出があった段階で速やかにデータを入力する。そのような内容を公然とおっしゃ

る感覚が地元の自治体としては理解に苦しむ。もっと自治体が最終的には権限を持って、使

用中の機器について事業者に対して指導ができるような対策を出していただきたい。北九州

はそう言いながらも地道にお願いに行って市内の分の高濃度については完了したのです。だ

から自治体さんが強制力を持った取扱いができるような形で制度を改正してくれというのも

わからなくはないんですが、その前にもっとやれよと、北九州としては言いたいです。北九

州は実際にやってきたのです。そういう経験とかノウハウとかを含めて、以前からも環境省

さんを通じて各自治体にも水平展開をするお手伝いをさせていただくということを申し上げ

ているんですから、もっと国がリーダーシップを発揮していただきたい。 
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 それからこれは環境省さんにも一言申し上げたいのですが、地元で開催される監視会議と

か広域の会議などにも環境省さんに御出席いただいて、その都度処理期限内に処理を完了す

るというのは当たり前のことで、その達成のためにはあらゆる手を尽くしていくということ

で出席の都度発言していただいています。なので、その発言を実際の行動で示していただき

たいということを申し上げて終わらせていただきます。 

（酒井主査） どうもありがとうございます。本日、委員の方々から追加的方策に対しまして

さまざまな御意見を頂戴いたしました。前回の７月 31 日の検討委員会の場でもいただいてお

ります。それを踏まえますと環境省のみならず、経済産業省が所管している事項に関しての

御意見も多々あったかと思います。この時点で経済産業省と環境省のほうからコメントをい

ただける点があればコメントしていただければと思います。 

 まず経済産業省のほうから参りたいと思いますが、電力安全課から、環境指導室から、そ

れぞれから御意見をいただければと思います。 

（電力安全課） 電力安全課でございます。いろいろ厳しい御指摘もいただいております。貴

重な御意見をありがとうございました。ＰＣＢを含有した機器については、期限内に処理す

るということは、我々としてもそういう認識でおります。そのために、ＰＣＢ電気工作物の

具体的な諸手続きを行っているのは、地方の産業保安監督部でございますので、そこを通じ

て事業者に対して期限内の処理などについて周知徹底を図ることは既にやっているところで

はございますが、実際に御苦労されている自治体さんなどから見ますとまだまだ足りないと

いう御意見をいただきましたので、それについてはより充実させていく方向でぜひ取り組ん

でいきたいと思っております。 

 事業者への周知とともに、期限内の処理に向けた御意見をいただきました。この場で引き

続き御議論を継続させていただくことになっておりますので、御意見を伺いながら期限内の

処理に向けて、環境省とともに今後とも取り組んでいきたいと思っておりますので引き続き

よろしくお願いいたします。 

（環境指導室） 経済産業省の環境指導室の権藤と申します。経済産業省としてＪＥＳＣＯの

処理期限内に適正に処理することが重要と考えているのは、今、電力安全課の磯部から申し

上げたとおりです。 

 制度的にしっかりと処理期限内に実施していくために、１つ意見があります。この場で申

し上げさせていただきたいと思います。この検討会のメンバーには中小企業の関係者の方が

入っていません。中小企業関係団体からは、特に安定器についてＪＥＳＣＯの処理費用や運

搬費、保管費の負担が大きく困っているとの声を聞いています。環境省、ＪＥＳＣＯ、自治

体の御尽力により既に中小企業者の軽減制度や分割制度などがあることは認識しております

が、多数の安定器を保有する場合や、ＪＥＳＣＯ処分施設から遠方にある場合など当該施設

を活用しても、処理費用などが払えないとの声があるのも事実です。ＪＥＳＣＯの処理期限

までの処理を円滑に進めるためには、そのような中小企業の方々の声にも一定の配慮が必要

と考えております。委員の先生方からも意見をいただいたところでございます。今後検討事

項の１つとしていただければ幸いと思っております。今後とも中小企業への影響にも十分留
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意しながら、環境省と連携して取り組んでまいりたいと思っております。 

（酒井主査） どうもありがとうございます。それでは最後に、環境省からコメントをお願い

いたします。 

（角倉課長） 環境省でございます。本日は委員の皆様方から大変貴重な御意見を賜りまして

ありがとうございました。本日いただいた意見を大きく分けますと、５点いただいたかと理

解しています。 

 まず第１点目ですが、ＰＣＢ処理については、期限、特に高濃度については必ず守らなけ

ればいけない期限であり、しかも１日も早くこれは達成すべき期限であってこれについては

危機意識を持って取り組むべきであって、社会全体の危機意識を高めるような取組をしっか

りと国としてやっていくべきではないかという御指摘を賜ったところだと思います。そこに

つきましては、私どもとしてもしっかり重く受け止めたいと考えています。 

 ２点目として、制度的な対応に関する部分のところです。現在、ＰＣＢ特措法、電気事業

法という関係法令があるわけですが、例えば使用中のものから廃棄物への橋渡しをスムーズ

にするとか、立入調査権限、さらには届出関係の整理、行政代執行等、制度的な課題が数多

くあるという御指摘を賜ったところでございます。ここについての制度的課題、対応につい

ても検討すべきではないかという御指摘につきましては、私どもとしても本日いただいた御

意見を踏まえてどういった対応があり得るのかということをしっかり検討してまいりたいと

考えております。 

 ３点目として、制度面のみならず現行の運用の改善点や関係機関の連携強化、ここでまだ

まだやるべきところ、足りないところがあるのではないかという御指摘だったと思います。

こうした中でも、国の中でも環境省と経済産業省の連携強化、さらには国と地方自治体の皆

様方との連携強化、さらには事業者の皆様方、特に製造事業者の皆様方との情報共有、連携

強化にしっかり取り組むべきではないかという御指摘だったかと思います。それについて私

どもとしてまだまだ至らない部分についてはどういった形で連携の強化をさらに図っていけ

るのか、こうしたことをしっかりと検討してまいりたいと考えております。 

 ４点目でございますが、特に多くいただきましたのが、処理期限を確実に達成するという

観点から、本当に処理しなければいけない量がどのくらいあるのか。それは使用中のもの、

廃棄物となったもの、これも含めて把握することが第一の前提ではないか、ここについては

把握するための掘り起こし調査等をあらゆる手だてを尽くしてやっていくべきではないかと

いう御指摘を賜ったところです。私どもとしてもそこは大変重要なポイントだと理解してお

りますので、ここについてもどういった対応を取り得るのか検討してまいりたいと考えてい

ます。 

 最後５点目ですが、特に最初のほうでいただいた御意見の部分でございます。今回の検討

会の視点は、高濃度のＰＣＢと低濃度のＰＣＢ両方を視野に入れた検討会です。こうした中

で、まずは処理期限が間近に迫っている高濃度を重点的に検討すべきではないかという御意

見と同時に、低濃度についても期限は先ではあるのだけれども、今からできるところについ

ては、必要な部分はやっていくべきではないかという御指摘を賜った部分でございます。私
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どもとしても、そうした御指摘を踏まえて対応を考えてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、本日いただいた御意見を踏まえまして、経済産業省と関係の皆

様方とも検討を進めていった上で、どういった対策があり得るのかということについて、私

ども行政内部でも検討を進めてまいりたいと考えております。特に最後のほうで北九州市の

宮金課長から、言葉だけではなくて実行に移すべきという御指摘を賜ったところでございま

す。そうした声にしっかりとお応えできるように、経済産業省とともに検討を今後も深めて

まいりたいと考えていますので、引き続きまた貴重な御意見を賜りますよう、どうかよろし

くお願いいたします。 

（酒井主査） どうもありがとうございます。それでは、事務局におかれましては、次回のワ

ーキンググループにおいて、本日の御意見を踏まえ両省しっかり調整をした上で可能な限り

追加的方策の素案として提示いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 本日の議題は以上でございます。事務局から何か連絡がございますでしょうか。 

（角倉課長） 本日は貴重な御意見をいただきまして本当にありがとうございました。本日御

議論いただきました内容を踏まえ次回のワーキンググループの開催に向けた準備を進めてい

きたいと考えております。次回の日程ですが、10 月 16 日金曜日午前 10 時から開催したいと

考えております。開催場所等の詳細につきましては、改めて関係の皆様に御連絡差し上げた

いと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

（酒井主査） 委員の皆様、今のような予定でよろしいでしょうか。それでは、本日のワーキ

ンググループは終了させていただきたいと思います。長時間どうもありがとうございました。 

（了） 


